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(57)【要約】
【課題】ＰＣ等による端末装置のネットワーク通信機能
を活用し、共通の話題を持つ各端末装置のユーザ同志が
互いに即時的にコミュニケーションを図ることができる
ようにする。
【解決手段】端末装置は、現在端末装置で再生／記録し
ている音楽や映像等のコンテンツの関連情報や自己の識
別情報などを共感用自己情報としてサーバ装置に送信す
る。サーバ装置側では、多数の端末装置から送信されて
くる共感用自己情報を用いて、端末装置同志のペアやグ
ループを判定する。そしてサーバ装置は、共感動作を行
うユーザの端末装置としてペアリング、グルーピングし
た複数の端末装置に対して、共感動作情報を送信し、各
端末装置側で、チャット、電子メール交換、共通のウェ
ブサイトへのアクセスなどにより、ユーザ同士のコミュ
ニケーションをとることが実現できるようにする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の外部の端末装置との間で通信を行うことのできる通信手段と、
　外部の端末装置から送信されて上記通信手段で受信した共感用自己情報を記憶する記憶
手段と、
　上記記憶手段に記憶されている、複数の端末装置からの共感用自己情報について比較判
定を行い、少なくとも２以上の端末装置を、共感動作を実行させる端末装置と判定する判
定手段と、
　上記通信手段により、上記判定手段で判定した各端末装置に対する共感動作情報を送信
させる端末対応処理手段と、
　を備えたことを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
　外部の端末装置から送信されてくる上記共感用自己情報には、その端末装置の識別情報
を含む端末情報と、その端末装置で再生又は記録されているコンテンツに関連するコンテ
ンツ関連情報とが含まれており、
　上記判定手段は、複数の端末装置からの上記コンテンツ関連情報を比較して、その比較
結果により共感動作を実行させる複数の端末装置を判定し、
　上記端末対応処理手段は、上記端末情報により送信先を特定して、上記判定手段で判定
された複数の端末装置に対する共感動作情報の送信を実行させることを特徴とする請求項
１に記載のサーバ装置。
【請求項３】
　上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端末
装置のそれぞれに対し、当該複数の端末装置のうちの他の端末装置の上記コンテンツ関連
情報に基づいて生成した共感用他者情報を送信することを特徴とする請求項２に記載のサ
ーバ装置。
【請求項４】
　上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端末
装置のそれぞれに対し、チャット動作に関する情報を送信することを特徴とする請求項２
に記載のサーバ装置。
【請求項５】
　上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端末
装置のそれぞれに対し、当該複数の端末装置のうちの他の端末装置のメールアドレスを送
信することを特徴とする請求項２に記載のサーバ装置。
【請求項６】
　上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端末
装置のそれぞれに対し、当該複数の端末装置に共通にアクセスさせるＵＲＬアドレスを送
信することを特徴とする請求項２に記載のサーバ装置。
【請求項７】
　上記判定手段は、複数の端末装置からの上記コンテンツ関連情報について、コンテンツ
の一致判断、又はコンテンツアルバムの一致判断、又はコンテンツ実演者の一致判断、又
はコンテンツ制作関係者の一致判断、又はコンテンツのジャンルの一致判断、又はコンテ
ンツ進行時間の近似判断、又はコンテンツ記録再生日時の近似判断の、少なくとも一つを
行って、共感動作を実行させる複数の端末装置を判定することを特徴とする請求項２に記
載のサーバ装置。
【請求項８】
　外部機器との間で通信を行う通信手段と、
　コンテンツの記録又は再生を行うコンテンツ処理手段と、
　操作入力手段と、
　上記コンテンツ処理手段により、或るコンテンツの記録又は再生が行われている際に、
上記操作入力手段からの所定の操作入力が行われることに応じて、共感用自己情報を生成
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して、上記通信手段により外部の所定のサーバ装置に対して送信させるとともに、上記サ
ーバ装置から共感動作情報を受信することに応じて、その共感動作情報に基づく動作を実
行制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項９】
　上記制御手段は、自己の端末装置の識別情報を含む端末情報と、上記記録又は再生が行
われているコンテンツに関連するコンテンツ関連情報とを有する上記共感用自己情報を生
成して、上記サーバ装置に送信させることを特徴とする請求項８に記載の端末装置。
【請求項１０】
　上記端末情報には、上記識別情報としてＩＰアドレスが含まれることを特徴とする請求
項９に記載の端末装置。
【請求項１１】
　上記端末情報には、自己の端末装置のメールアドレスが含まれることを特徴とする請求
項９に記載の端末装置。
【請求項１２】
　上記コンテンツ関連情報には、コンテンツのタイトル情報、又はコンテンツアルバムの
タイトル情報、又はコンテンツ実演者情報、又はコンテンツ制作関係者の情報、又はコン
テンツのジャンルの情報、又は記録又は再生中であるコンテンツの進行時間の情報、又は
コンテンツの記録又は再生を行っている現在日時の情報の、少なくとも一つが含まれるこ
とを特徴とする請求項９に記載の端末装置。
【請求項１３】
　表示手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、他の端末装置の上記
コンテンツ関連情報に基づいて生成された共感用他者情報を受信することに応じて、上記
表示手段で上記共感用他者情報に基づく表示を実行させることを特徴とする請求項８に記
載の端末装置。
【請求項１４】
　上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、チャット動作に関す
る情報を受信することに応じて、チャット動作に関する処理を実行することを特徴とする
請求項８に記載の端末装置。
【請求項１５】
　上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、他の端末装置のメー
ルアドレスを受信することに応じて、メール送信に関する処理を実行することを特徴とす
る請求項８に記載の端末装置。
【請求項１６】
　上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、ＵＲＬアドレスを受
信することに応じて、上記ＵＲＬアドレスへのアクセスに関する処理を実行することを特
徴とする請求項８に記載の端末装置。
【請求項１７】
　複数の外部の端末装置との間で通信を行うことのできるサーバ装置の共感動作管理処理
方法として、
　外部の端末装置から送信されてきた共感用自己情報を記憶するステップと、
　記憶した、複数の端末装置からの共感用自己情報について比較判定を行い、少なくとも
２以上の端末装置を、共感動作を実行させる端末装置と判定するステップと、
　共感動作を実行させるものと判定した各端末装置に対して共感動作情報を送信するステ
ップと、
　を備えたことを特徴とする共感動作管理処理方法。
【請求項１８】
　複数の外部の端末装置との間で通信を行うことのできるサーバ装置の動作プログラムと
して、
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　外部の端末装置から送信されてきた共感用自己情報を記憶するステップと、
　記憶した、複数の端末装置からの共感用自己情報について比較判定を行い、少なくとも
２以上の端末装置を、共感動作を実行させる端末装置と判定するステップと、
　共感動作を実行させるものと判定した各端末装置に対して共感動作情報を送信するステ
ップと、
　を上記サーバ装置に実行させるプログラム。
【請求項１９】
　外部機器との間で通信を行うことのできる端末装置の共感動作方法として、
　コンテンツの記録又は再生時に所定の操作入力を検知するステップと、
　或るコンテンツの記録又は再生が行われている際に、上記所定の操作入力が行われるこ
とに応じて、共感用自己情報を生成して、外部の所定のサーバ装置に対して送信するステ
ップと、
　上記サーバ装置から共感動作情報を受信することに応じて、その共感動作情報に基づく
動作を実行するステップと、
　を備えることを特徴とする共感動作方法。
【請求項２０】
　外部機器との間で通信を行うことのできる端末装置の動作プログラムとして、
　コンテンツの記録又は再生時に所定の操作入力を検知するステップと、
　或るコンテンツの記録又は再生が行われている際に、上記所定の操作入力が行われるこ
とに応じて、共感用自己情報を生成して、外部の所定のサーバ装置に対して送信するステ
ップと、
　上記サーバ装置から共感動作情報を受信することに応じて、その共感動作情報に基づく
動作を実行するステップと、
　を上記端末装置に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバ装置、端末装置、共感動作管理処理方法、共感動作方法、プログラム
に関し、サーバ装置と多数の端末装置が通信可能なシステムにおいて、共通の話題を持つ
各端末装置のユーザが互いにコミュニケーションを図ることができるようにするものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特表平１１－５１４４８２号公報
【特許文献２】特開２００６－３４０１７０号公報
【０００３】
　近年、コンパクトデイスク（ＣＤ）に代表されるデイスクメデイアをパーソナルコンピ
ュータ（以下ＰＣと称する）に内蔵又は外付けのディスクドライブ装置で再生して音楽や
映像を楽しむことが一般的になった。
【０００４】
　上記特許文献１では、ＣＤのようにアルバム名、曲名、演奏家名などの情報が事前に記
録されていないデイスクメデイアをＰＣのディスクドライブ装置に挿入した場合に、ＣＤ
に関するアルバム名、曲名、演奏家名などを検索してＰＣに伝える技術が開示されている
。
　即ち、ＰＣからネットワークを介してデータベース管理会社にＣＤ固有の情報を送信し
、データベース管理会社にて上記ＣＤ固有の情報とアルバム名、曲名、演奏家名などの照
合をとる。そしてＰＣに上記アルバム名、曲名、演奏家名の情報を送信するものである。
【０００５】
　また上記特許文献２には、ブルートゥース（Bluetooth）などの通信機能付きの携帯端
末Ａの通信範囲内に属する複数の携帯端末の中で、携帯端末Ａが聴いている楽曲と同じ楽
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曲を聴いている携帯端末がいた場合に、趣味趣向の合うもの同士と判断しコミュニケーシ
ョンを図る内容が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、ＰＣで音楽や映画等のコンテンツを再生する場合などに、ＰＣのネットワー
ク通信機能を活用して、共通の話題を持つユーザ同士で共感を感じさせるようなシステム
は開発されていない。
【０００７】
　上記特許文献２においては、携帯端末同士で直接サーバを介さずに通信を行うので、通
信可能な範囲が限られており、結果的によほどの偶然がない限りすれ違いざまに携帯端末
で同じ楽曲を聴いている可能性がかなり低く、趣味趣向の合うもの同士が出会える機会が
低い。このため、自分の趣味趣向の合うユーザと情報交換や共感を共有したいという願望
がありながら大多数の不特定多数の中から自分の趣味趣向の合うユーザと出会うのはかな
り困難であった。
【０００８】
　またユーザが新譜のＣＤやＤＶＤを購入してパソコンで聴取や視聴をしているリアルタ
イムの間に感想や情報を交換できるサービスは存在しない。
　従来はせいぜい聴取や視聴の後にソーシャルネットワークコミュニテーやＢｌｏｇとい
われる公開型掲示板で感想を記入して、その情報を検索でヒットしたユーザのコメント書
き込みで共感を得ることしかできなかった。
　これらの情報共有、共感の方法ではリアルタイム性に欠けて感動や感想が薄れてしまう
こともあり、更に、イベント情報などの旬な情報を交換することも難しかった。
【０００９】
　そこで本発明は、ＰＣ等による端末装置のネットワーク通信機能を活用し、共通の話題
を持つ各端末装置のユーザ同志が互いに即時的にコミュニケーションを図ることができる
ようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のサーバ装置は、複数の外部の端末装置との間で通信を行うことのできる通信手
段と、外部の端末装置から送信されて上記通信手段で受信した共感用自己情報を記憶する
記憶手段と、上記記憶手段に記憶されている、複数の端末装置からの共感用自己情報につ
いて比較判定を行い、少なくとも２以上の端末装置を、共感動作を実行させる端末装置と
判定する判定手段と、上記通信手段により、上記判定手段で判定した各端末装置に対する
共感動作情報を送信させる端末対応処理手段とを備える。
　また、外部の端末装置から送信されてくる上記共感用自己情報には、その端末装置の識
別情報を含む端末情報と、その端末装置で再生又は記録されているコンテンツに関連する
コンテンツ関連情報とが含まれており、上記判定手段は、複数の端末装置からの上記コン
テンツ関連情報を比較して、その比較結果により共感動作を実行させる複数の端末装置を
判定し、上記端末対応処理手段は、上記端末情報により送信先を特定して、上記判定手段
で判定された複数の端末装置に対する共感動作情報の送信を実行させる。
【００１１】
　また上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の
端末装置のそれぞれに対し、当該複数の端末装置のうちの他の端末装置の上記コンテンツ
関連情報に基づいて生成した共感用他者情報を送信する。
　また上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の
端末装置のそれぞれに対し、チャット動作に関する情報を送信する。
　また上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の
端末装置のそれぞれに対し、当該複数の端末装置のうちの他の端末装置のメールアドレス
を送信する。
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　また上記端末対応処理手段は、上記共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の
端末装置のそれぞれに対し、当該複数の端末装置に共通にアクセスさせるＵＲＬアドレス
を送信する。
　また上記判定手段は、複数の端末装置からの上記コンテンツ関連情報について、コンテ
ンツの一致判断、又はコンテンツアルバムの一致判断、又はコンテンツ実演者の一致判断
、又はコンテンツ制作関係者の一致判断、又はコンテンツのジャンルの一致判断、又はコ
ンテンツ進行時間の近似判断、又はコンテンツ記録再生日時の近似判断の、少なくとも一
つを行って、共感動作を実行させる複数の端末装置を判定する。
【００１２】
　本発明の端末装置は、外部機器との間で通信を行う通信手段と、コンテンツの記録又は
再生を行うコンテンツ処理手段と、操作入力手段と、上記コンテンツ処理手段により或る
コンテンツの記録又は再生が行われている際に、上記操作入力手段からの所定の操作入力
が行われることに応じて、共感用自己情報を生成して、上記通信手段により外部の所定の
サーバ装置に対して送信させるとともに、上記サーバ装置から共感動作情報を受信するこ
とに応じて、その共感動作情報に基づく動作を実行制御する制御手段とを備える。
　また上記制御手段は、自己の端末装置の識別情報を含む端末情報と、上記記録又は再生
が行われているコンテンツに関連するコンテンツ関連情報とを有する上記共感用自己情報
を生成して、上記サーバ装置に送信させる。
　また上記端末情報には、上記識別情報としてＩＰアドレスが含まれる。
　また上記端末情報には、自己の端末装置のメールアドレスが含まれる。
　また上記コンテンツ関連情報には、コンテンツのタイトル情報、又はコンテンツアルバ
ムのタイトル情報、又はコンテンツ実演者情報、又はコンテンツ制作関係者の情報、又は
コンテンツのジャンルの情報、又は記録又は再生中であるコンテンツの進行時間の情報、
又はコンテンツの記録又は再生を行っている現在日時の情報の、少なくとも一つが含まれ
る。
【００１３】
　また表示手段をさらに備え、上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報
として、他の端末装置の上記コンテンツ関連情報に基づいて生成された共感用他者情報を
受信することに応じて、上記表示手段で上記共感用他者情報に基づく表示を実行させる。
　また上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、チャット動作に
関する情報を受信することに応じて、チャット動作に関する処理を実行する。
　また上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、他の端末装置の
メールアドレスを受信することに応じて、メール送信に関する処理を実行する。
　また上記制御手段は、上記サーバ装置からの上記共感動作情報として、ＵＲＬアドレス
を受信することに応じて、上記ＵＲＬアドレス（Uniform Resource Locator）へのアクセ
スに関する処理を実行する。
【００１４】
　本発明の、サーバ装置の共感動作管理処理方法としては、外部の端末装置から送信され
てきた共感用自己情報を記憶するステップと、記憶した、複数の端末装置からの共感用自
己情報について比較判定を行い、少なくとも２以上の端末装置を、共感動作を実行させる
端末装置と判定するステップと、共感動作を実行させるものと判定した各端末装置に対し
て共感動作情報を送信するステップとを備える。
　また本発明の、サーバ装置の動作プログラムは、上記共感動作管理処理方法の各ステッ
プを上記サーバ装置に実行させるプログラムである。
【００１５】
　本発明の、外部機器との間で通信を行うことのできる端末装置の共感動作方法は、コン
テンツの記録又は再生時に所定の操作入力を検知するステップと、或るコンテンツの記録
又は再生が行われている際に、上記所定の操作入力が行われることに応じて、共感用自己
情報を生成して、外部の所定のサーバ装置に対して送信するステップと、上記サーバ装置
から共感動作情報を受信することに応じて、その共感動作情報に基づく動作を実行するス
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テップとを備える。
　また本発明の、端末装置の動作プログラムは、上記共感動作方法の各ステップを上記端
末装置に実行させるプログラムである。
【００１６】
　これらの本発明では、ＰＣなどの端末装置に搭載しているネットワーク機能を有効活用
して、現在端末装置で再生又は記録している音楽や映像等のコンテンツ関連情報や自己の
識別情報などを含む端末情報を、共感用自己情報としてサーバ装置に伝送する。
　サーバ装置側では、多数の端末装置から送信されてくる共感用自己情報を用いて、端末
装置同志のペアやグループを判定する。これは、共通の話題をもつユーザ同士の端末装置
についてペアリング、グルーピングを行う処理となる。
　例えば共感用自己情報で示されるコンテンツやアルバム名、アーティスト名などを比較
し、同一のコンテンツ（曲や映画など）、同一の音楽アルバムなどを、ほぼ同時点で聴い
ているユーザ同士として、共感動作を行うペアやグループを設定する。
　そしてサーバ装置は、共感動作を行うユーザの端末装置としてペアリング、グルーピン
グした複数の端末装置に対して、共感動作情報を送信し、各端末装置側で、チャット、電
子メール交換、共通のウェブサイトへのアクセスなどにより、ユーザ同士のコミュニケー
ションをとることが実現できるようにする。
【００１７】
　なお、サーバ装置から端末装置に送信される共感動作情報とは、上記のチャット、電子
メール交換、共通のウエブサイトアクセスなど、複数の端末装置のユーザ同志が相互に話
題を共有できる動作を実現するための各種の情報を指す。
　また端末装置からサーバ装置に送信する共感用自己情報とは、サーバ装置でのペアリン
グ、グルーピングのための比較情報となる情報や、サーバ装置から端末装置へのアクセス
するための情報を指す。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、端末装置のユーザは、例えば現在、自分が端末装置で再生又は記録し
ているコンテンツ、例えば現在聴いている音楽や、ＣＤ等から取り込んでいる音楽、現在
見ている映画などについて、共通の話題を持つ他者との間でのコミュニケーションの機会
が得られることになる。
　即ち、現在、同じ曲を聴いたり、同じ音楽アルバムを聴いていたり、同じアーティスト
の曲を聴いていたり、同じ映画を見ていたりする他人との間のコミュニケーションの機会
が与えられることになる。
　これによって共通の話題を持つ他人との間で、例えばチャット、メール交換、ウェブサ
イトの掲示板書込などの手法で、コンテンツによる感動を共有したり、感想を述べあって
共感するなどのことが実現できる。
【００１９】
　また、特にインターネットなどの広域ネットワークを活用した端末装置とサーバ装置の
通信により本発明の動作を行うことで、共通の話題を持つ他人が見つかりやすく、有用な
ネットワークコミュニティの手法を実現できる。
　例えば、あまり知られていないアーティストのファン同士など、通常は見つけにくい同
好の相手との直接的かつ即時的な共感を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を次の順序で説明する。
［１．システム構成及び概略動作］
［２．端末装置、サーバ装置のハードウエア構成］
［３．端末装置、サーバ装置の機能構成］
［４．第１の共感動作例］
［５．第２の共感動作例］
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［６．第３の共感動作例］
［７．実施の形態の効果及び変形例］
【００２１】
［１．システム構成及び概略動作］

　図１に実施の形態のシステム構成を示す。
　本例のシステムは、例えばインターネットなどのネットワーク１５０により通信可能と
されたサーバ装置２００と、多数の端末装置１００（１００Ａ、１００Ｂ・・・）から成
る。
　なお、ネットワーク１５０は、インターネットに限られるものではなく、ＬＡＮ(Local
 Area Network)、衛星通信ネットワーク、携帯電話網、その他各種の通信ネットワークで
あってもよい。
【００２２】
　各端末装置１００は、例えば一般的なパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で構成される。
この端末装置１００は、例えばＣＤやＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ブルーレイデ
ィスク（Blu-ray Disc（登録商標））、メモリカードなどの可搬性記録媒体９０を装填し
、音楽や映像としてのコンテンツを再生したり、これらの可搬性記録媒体９０から再生し
たコンテンツを内部の記録媒体（例えばＨＤＤ：Hard Disk Drive）に記録することなど
が可能とされる。もちろんＨＤＤ等に取り込んだコンテンツを再生することもできる。
　なお、端末装置１００はＰＣであるとしての例で実施の形態の説明を行うが、この端末
装置１００としては、例えばネットワーク通信機能やコンテンツ再生機能を備えた携帯電
話器やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、或いはネットワーク通信機能を備えたＡ
Ｖ（Audio-Visual）機器、ネットワーク通信機能やコンテンツ再生機能を備えたゲーム機
器などであってもよい。
【００２３】
　サーバ装置２００は、大容量の記録メディアや、高速演算機能を備えたコンピュータシ
ステムなどで構成される。
　このサーバ装置２００は、各端末装置１００（１００Ａ、１００Ｂ・・・）の間で、後
述する共感動作を実行させるための各種処理を行う。
【００２４】
　即ちサーバ２００は、多数の端末装置１００から送信されてくる共感用自己情報を用い
て、端末装置１００同志のペアやグループを判定する。これは、共通の話題をもつユーザ
同士の端末装置１００についてペアリング、グルーピングを行う処理となる。
　例えば共感用自己情報で示されるコンテンツやアルバム名、アーティスト名などを比較
し、同一のコンテンツ（曲や映画など）、同一の音楽アルバムなどを、ほぼ同時点で聴い
ているユーザ同士として、共感動作を行うペアやグループを設定する。
　仮に現在、或るユーザが端末装置１００Ａで「ＸＸＸ」という音楽コンテンツを再生さ
せているとする。また他のユーザが端末装置１００Ｂで同じく「ＸＸＸ」という音楽コン
テンツを再生させているとする。
　端末装置１００Ａ、１００Ｂからは、それぞれ「ＸＸＸ」についての曲名やアーティス
ト名などのコンテンツ関連情報や、自己の端末装置１００の識別情報（例えばＩＰアドレ
ス）を含む端末情報を、共感用自己情報としてサーバ装置２００に送信する。
　サーバ装置２００では、多数の端末装置１００からの共感用自己情報を比較していくこ
とで、端末装置１００Ａ、１００Ｂで、同一の音楽コンテンツが、現在再生されているこ
とを認識し、これによって端末装置１００Ａ、１００Ｂを共感動作を実行できるペアと判
定する。
　この場合、サーバ装置２００は、共感動作を行うペアとして設定した端末装置１００Ａ
、１００Ｂに対して、共感動作情報を送信する。
　各端末装置１００Ａ、１００Ｂ側では、それぞれユーザの操作に応じて、サーバ装置２
００から送信されてきた共感動作情報を用いて、チャット、電子メール交換、共通のウェ
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ブサイトへのアクセスなどを行うことができ、これによって端末装置１００Ａ、１００Ｂ
の各ユーザ同士でコミュニケーションをとることができるようにする。
【００２５】
　なお、以下の実施の形態の説明では、端末装置１００で再生又は記録（可搬性記録媒体
９０からの取込等）を行う対象のコンテンツとして、音楽コンテンツを例に挙げて説明し
ていく。
　もちろん後述する実施の形態の動作は、映画、放送番組、電子書籍、ゲームコンテンツ
など、音楽以外のコンテンツを対象とした場合も同様に実行できるものである。
【００２６】
［２．端末装置、サーバ装置のハードウエア構成］

　図１の端末装置１００、サーバ装置２００のハードウエア構成をそれぞれ説明する。
　図２は端末装置１００の構成を示している。
　端末装置１００は図示するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１、メモ
リ部１０２、ネットワークインターフェース部１０３、ディスプレイコントローラ１０４
、入力機器インターフェース部１０５、ＨＤＤインターフェース部１０６、キーボード１
０７、マウス１０８、ＨＤＤ１０９、表示装置１１０、バス１１１、ディスクドライブ１
１２、ディスクドライブインターフェース部１１３、オーディオ処理部１１５、オーディ
オ再生部１１４を有する。
【００２７】
　端末装置１００のメインコントローラであるＣＰＵ１０１は、メモリ部１０２に格納さ
れているプログラムに応じて、各種の制御処理を実行する。ＣＰＵ１０１は、バス１１１
によって他の各部と相互接続されている。
　バス１１１上の各機器にはそれぞれ固有のメモリアドレス又はＩ／Ｏアドレスが付与さ
れており、ＣＰＵ１０１はこれらアドレスによって機器アクセスが可能となっている。バ
ス１１１の一例はＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスである。
【００２８】
　メモリ部１０２は揮発メモリ、不揮発性メモリの双方を含むものとして示している。例
えばプログラムを格納するＲＯＭ（Read Only Memory）、演算ワーク領域や各種一時記憶
のためのＲＡＭ（Random Access Memory）、ＥＥＰ－ＲＯＭ（Electrically Erasable an
d Programmable Read Only Memory）等の不揮発性メモリを含む。
　このメモリ部１０２には、ＣＰＵ１０１において実行されるプログラムコードや端末装
置１００に固有の識別情報その他の情報を格納したり、通信データのバッファ領域や実行
中の作業データのワーク領域に用いられる。またサーバ装置２００等から送信されたきた
情報の格納などにも用いられる。
【００２９】
　ネットワークインターフェース部１０３は、イーサネット（Ethernet：登録商標）など
の所定の通信プロトコルに従って、端末装置１００をインターネットやＬＡＮ（Local Ar
ea Network）などのネットワークに接続する。ＣＰＵ１０１はネットワークインターフェ
ース部１０３を介してサーバ装置２００や他の端末装置１００など、ネットワーク１５０
で接続された各機器と通信を行うことができる。
【００３０】
　ディスプレイコントローラ１０４は、ＣＰＵ１０１が発行する描画命令を実際に処理す
るための専用コントローラであり、例えばＳＶＧＡ（Super Video Graphic Array）又は
ＸＧＡ（eXtended Graphic Array）相当のビットマップ描画機能をサポートする。ディス
プレイコントローラ１０４において処理された描画データは、例えばフレームバッファ（
図示しない）に一旦書き込まれた後、表示装置１１０に画面出力される。表示装置１１０
は、例えば、有機ＥＬ（Electroluminescence）ディスプレイ、ＣＲＴ（Cathode Ray Tub
e）ディスプレイや、液晶表示ディスプレイ（Liquid Crystal Display）などとして形成
される。
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【００３１】
　入力機器インターフェース部１０５は、キーボード１０７やマウス１０８などのユーザ
入力機器を端末装置１００としてのコンピュータシステムに接続するための装置である。
　即ち端末装置１００のユーザの操作入力がキーボード１０７及びマウス１０８を用いて
行われ、その操作入力情報が、入力機器インターフェース部１０５を介してＣＰＵ１０１
に供給される。
【００３２】
　ＨＤＤインターフェース部１０６は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１０９に対す
る書込／読出のインターフェース処理を行う。
　なお、ＨＤＤ１０９がいわゆる外付けの装置とされる場合、ＨＤＤインターフェース部
１０６は、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ＩＥＥＥ（Institute of Electri
cal and Electronics Engineers）１３９４、ＩＤＥ（Integrated Drive Electronics）
、ＳＣＳＩ（Small Computer System Interface）などのインターフェース規格に準拠し
たインターフェース部となる。
【００３３】
　ＨＤＤ１０９は、周知の通り記憶担体としての磁気ディスクを固定的に搭載した外部記
憶装置であり、記憶容量やデータ転送速度などの点で他の外部記憶装置よりも優れている
。ソフトウェアプログラムを実行可能な状態でＨＤＤ１０９上に置くことをプログラムの
システムへの「インストール」と呼ぶ。通常、ＨＤＤ１０９には、ＣＰＵ１０１が実行す
べきオペレーティングシステムのプログラムコードや、アプリケーションプログラム、デ
バイスドライバなどが不揮発的に格納されている。
　ＨＤＤ１０９に格納されている各種プログラムは、端末装置１００の起動時やユーザ層
に応じたアプリケーションプログラムの起動時などに、メモリ部１０２に展開される。Ｃ
ＰＵ１０１はメモリ部１０２に展開されたプログラムに基づいた処理を行う。
【００３４】
　ディスクドライブインターフェース部１１３は、例えばＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディ
スクなどの可搬性記録媒体９０に対する書込／読出のインターフェース処理を行う。ディ
スクドライブ１１２は、可搬性記録媒体９０に対して記録再生動作を行う。
　ディスクドライブ１１２は、ＰＣとしての端末装置１００に内蔵される他、外付けとし
て接続される場合もある。外付けの場合はディスクドライブインターフェース部１１３が
ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等のインターフェース処理を行う。
　なお、可搬性記録媒体９０として例えばフラッシュメモリを内蔵したメモリカードを想
定することもでき、その場合は、ディスクドライブ１１２の他に図示しないカードドライ
ブが設けられればよい。
【００３５】
　オーディオ処理部１１５は、再生出力される音声データの処理を行う。例えば圧縮オー
ディオデータに対するデコード処理や、Ｄ／Ａ変換処理を行い、オーディオ再生部１１４
にオーディオ信号を供給する。
　オーディオ再生部１１４は、パワーアンプやスピーカ部から成り、音声出力を行う。
【００３６】
　このような端末装置１００におけるコンテンツ記録再生動作としては、例として以下の
ような各種動作が実行可能とされる。
・ディスクドライブ１１２で音楽ＣＤ等からのオーディオデータ再生を行い、オーディオ
再生部１１４から再生音声出力を行う。
・ディスクドライブ１１２で音楽ＣＤ等からのオーディオデータ再生を行い、そのオーデ
ィオデータをＨＤＤ１０９に記録する。いわゆるリッピングである。
・ディスクドライブ１１２でＤＶＤ等の映像メディアの再生を行い、オーディオ再生部１
１４からの再生音声出力及び表示装置１１０での映像表示を行う。
・ディスクドライブ１１２でＤＶＤ等の映像メディアの再生を行い、映像／音声データを
ＨＤＤ１０９に記録する。
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・ＨＤＤに格納されているオーディオデータを再生させ、オーディオ再生部１１４から音
声出力する。
・ＨＤＤに格納されている映像／音声データを再生させ、オーディオ再生部１１４から音
声出力するとともに表示装置１１０で映像表示を行う。
・ＨＤＤに格納されているオーディオデータや映像／音声データをディスクドライブ１１
２に供給し、ライトワンスディスク、リライタブルディスクなどの書込可能な可搬性記録
媒体９０に記録する。
・ネットワーク１５０を介してダウンロードされるオーディオデータや映像／音声データ
をネットワークインターフェース部１０３により取り込み、ＨＤＤ１０９に記録する。
【００３７】
　例えばこれらの動作は、ＣＰＵ１０１が、起動された所定のコンテンツ記録再生アプリ
ケーションなどに基づく処理を行うことで実行される。
【００３８】
　続いてサーバ装置２００の構成例を図３に示す。
　図示するようにサーバ装置２００は、ＣＰＵ２０１、メモリ部２０２、ネットワークイ
ンターフェース部２０３、ディスプレイコントローラ２０４、入力機器インターフェース
部２０５、ＨＤＤインターフェース部２０６、キーボード２０７、マウス２０８、ＨＤＤ
２０９、表示装置２１０、バス２１１を有する。
【００３９】
　サーバ装置２００のメインコントローラであるＣＰＵ２０１は、オペレーティングシス
テム（ＯＳ）の制御下で、各種のアプリケーションを実行する。例えば後述する共感動作
のための各種処理を実現するアプリケーションがＣＰＵ２０１で実行される。
　ＣＰＵ２０１は、バス２１１（例えばＰＣＩバス）によって他の各部と相互接続されて
いる。バス２１１上の各機器にはそれぞれ固有のメモリアドレス又はＩ／Ｏアドレスが付
与されており、ＣＰＵ２０１はこれらアドレスによって機器アクセスが可能となる。
【００４０】
　メモリ部２０２は、ＣＰＵ２０１において実行されるプログラムコードを格納したり、
実行中の作業データを一時保管するために使用される記憶装置である。この図の場合、メ
モリ部２０２は、揮発メモリ、不揮発性メモリの双方を含むものとして示している。例え
ばプログラムを格納するＲＯＭ、演算ワーク領域や各種一時記憶のためのＲＡＭ、ＥＥＰ
－ＲＯＭ等の不揮発性メモリを含む。
　ネットワークインターフェース部２０３は、イーサネットなどの所定の通信プロトコル
に従って、ネットワーク１５０を介した他の機器（端末装置１００等）との間での通信処
理を行う。
【００４１】
　ディスプレイコントローラ２０４は、ＣＰＵ２０１が発行する描画命令を実際に処理す
るための専用コントローラであり、ディスプレイコントローラ２０４において処理された
描画データは、例えばフレームバッファ（図示しない）に一旦書き込まれた後、表示装置
２１０に画面出力される。表示装置２１０は、例えば、有機ＥＬディスプレイ、ＣＲＴデ
ィスプレイや、液晶表示ディスプレイなどである。
　入力機器インターフェース部２０５は、キーボード２０７やマウス２０８などのユーザ
入力機器を接続するための装置である。即ちサーバ装置２００におけるオペレータの操作
入力が、キーボード２０７及びマウス２０８を用いて行われる。
【００４２】
　ＨＤＤインターフェース部２０６は、ＨＤＤ２０９に対する書込／読出のインターフェ
ース処理を行う。
　ＨＤＤ２０９には、サーバ装置２００において必要とされる各種のプログラムがインス
トールされている。
　またＨＤＤ２０９は、多数の端末装置１００から送信されてくる情報（共感用自己情報
）の格納や、共感処理の経過情報など、各種の情報の格納に用いられる。
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【００４３】
［３．端末装置、サーバ装置の機能構成］

　上記のハードウエア構成、及びインストールされているプログラムによって実現される
、本実施の形態の動作を行うための機能構成を図４で説明する。
【００４４】
　まず端末装置１００（１００Ａ、１００Ｂ）の機能構成を述べる。
　端末装置１００（１００Ａ、１００Ｂ）の機能構成として制御機能部１、受信機能部２
、送信機能部３，表示機能部４、入力機能部５、日時計数部６、コンテンツ管理機能部７
、コンテンツ記録再生機能部８が形成される。
【００４５】
　受信機能部２は、サーバ装置２００や他の端末装置１００から送信されてくる各種情報
を受信する。これはネットワークインターフェース部１０３及びＣＰＵ１０１の通信制御
機能により実現される。例えば後述するサーバ装置２００からの共感動作情報（共感用他
者情報、チャット関連情報など）の受信を行う。
　送信機能部２は、サーバ装置２００や他の端末装置１００への各種情報の送信処理を行
う。これもネットワークインターフェース部１０３及びＣＰＵ１０１の通信制御機能によ
り実現される。例えば後述するサーバ装置２００への共感用自己情報（端末情報、コンテ
ンツ関連情報など）の送信を行う。
【００４６】
　表示機能部４は、表示装置１１０上での各種表示を行う機能である。これは表示装置１
１０，ディスプレイコントローラ１０４，及びＣＰＵ１０１の表示制御機能により実現さ
れる。例えばコンテンツ記録再生用のアプリケーションプログラムに応じた画面表示など
を行う。
　入力機能部５は、ユーザの操作入力を検知する機能である。キーボード１０７、マウス
１０８、入力機器インターフェース部１０５，及びＣＰＵ１０１の入力検知機能により実
現される。
　日時計数部６は、現在日時（年月日時分秒）を計数する。例えばＣＰＵ１０１の内部時
計などにより実現される。
【００４７】
　コンテンツ管理機能部７は、例えばＨＤＤ１０９に取り込まれた音楽コンテンツや映像
コンテンツの管理や、ディスクドライブ１１２に装填された可搬性記録媒体９０に記録さ
れているコンテンツの管理などを行う。例えばコンテンツ記録再生用のアプリケーション
プログラムによるライブラリ管理を行う。
　コンテンツ記録再生機能部８は、コンテンツについて、上記列挙した記録再生動作を実
行する機能である。これはＣＰＵ１０１がコンテンツ記録再生用のアプリケーションプロ
グラムに基づいて、ディスクドライブ１１２，ＨＤＤ１０９、オーディオ再生部１１４，
表示装置１１０等の動作を行うことによって実現される。
【００４８】
　制御機能部１は、本例の共感動作を実現するために各機能部を制御する主制御機能を示
す。これはＣＰＵ１０１が、例えば音楽再生／取込ソフトなどのコンテンツ処理用のアプ
リケーションプログラムに基づく動作を行うことによって実現される。例えばコンテンツ
処理用のアプリケーションプログラムには、後述する共感動作に関する処理を実行させる
プログラムステップが含まれている。
　これによって制御機能部１は、コンテンツ記録再生機能８によって或るコンテンツの記
録又は再生が行われている際に、入力機能部５による所定の操作入力の検知に応じて、共
感用自己情報を生成して、送信機能部３からサーバ装置２００に対して送信させる処理を
行う。
　例えば制御機能部１は、自己の端末装置１００の識別情報を含む端末情報と、記録又は
再生が行われているコンテンツに関連するコンテンツ関連情報とを有する共感用自己情報
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を生成して、送信機能部３からサーバ装置２００に送信させる。
　また共感用自己情報に含める端末情報には、自己の識別情報としてのＩＰアドレスが含
まれるようにする。
　また共感用自己情報に含める記端末情報には、自己の端末装置のメールアドレスが含ま
れるようにすることもできる。
　また共感用自己情報に含めるコンテンツ関連情報には、コンテンツのタイトル情報（例
えば曲名、映画名など）、コンテンツアルバムのタイトル情報（例えば音楽アルバム名）
、コンテンツ実演者情報（例えば歌手名、バンド名、俳優名など）、コンテンツ制作関係
者の情報（例えば映画監督、音楽プロデューサー、制作者、レーベルなど）、コンテンツ
のジャンルの情報、記録／再生中であるコンテンツの進行時間の情報、コンテンツの記録
／再生を行っている現在日時の情報などがを含まれるようにする。
【００４９】
　また制御機能部１は、受信機能部２によってサーバ装置２００からの共感動作情報を受
信することに応じて、その共感動作情報に基づく動作を実行制御する。
　例えば制御機能部１は、サーバ装置２００からの共感動作情報として、他の端末装置１
００のコンテンツ関連情報に基づいて生成された共感用他者情報（例えば他の端末装置１
００のユーザの音楽ライブラリの情報など）を受信することに応じて、それを表示装置１
１０で表示させる。
　また制御機能部１は、サーバ装置２００からの共感動作情報として、チャット動作に関
する情報を受信することに応じて、チャット動作に関する処理を実行する。例えばチャッ
ト要求に対するユーザ応答の処理を行ったり、チャットプログラムを起動する処理を行う
。
　また制御機能部１は、サーバ装置２００からの共感動作情報として、他の端末装置のメ
ールアドレスを受信することに応じて、メール送信に関する処理を実行する。例えばメー
ルソフトの起動などを行う。
　また制御機能部１は、サーバ装置２００からの共感動作情報として、ＵＲＬアドレスを
受信することに応じて、ＵＲＬアドレスへのアクセスに関する処理を実行する。例えばウ
ェブブラウザの起動やアクセス実行制御などを行う。
【００５０】
　次にサーバ装置２００の機能構成を述べる。
　サーバ装置２００には、端末対応処理機能部２１、受信機能部２２、送信機能部２３、
受信情報記憶管理機能部２４、ペア／グループ判定機能部２５が形成される。
【００５１】
　受信機能部２２は、端末装置１００から送信されてくる各種情報を受信する。これはネ
ットワークインターフェース部２０３及びＣＰＵ２０１の通信制御機能により実現される
。例えば後述する端末装置１００からの共感用自己情報（端末情報、コンテンツ関連情報
など）の受信を行う。
　送信機能部２３は、端末装置１００への各種情報の送信処理を行う。これもネットワー
クインターフェース部２０３及びＣＰＵ２０１の通信制御機能により実現される。例えば
後述する端末装置１００への共感動作情報（共感用他者情報、チャット関連情報など）の
送信を行う。
【００５２】
　受信情報記憶管理機能部２４は、受信機能部２２で受信した端末装置１００からの共感
用自己情報を記憶し、また比較処理のための管理を行う。例えば逐次送信されてくる共感
用自己情報を追加していくデータベース形態で管理する。
　これは例えばＨＤＤ２０９とＨＤＤ２０９に対するＣＰＵ１０１の記録再生制御機能、
及び共感動作のためのプログラムによって実現される。
【００５３】
　ペア／グループ判定機能部２５は、受信情報記憶管理機能部２４によって管理されてい
る共感用自己情報について比較判定を行い、ペアもしくはグループとなる複数の端末装置
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１００を判定する処理を行う。これはＣＰＵ１０１が、共感動作のためのプログラムに基
づいて動作することで実現される。
　例えばこのペア／グループ判定機能部２５は、受信情報記憶管理機能部２４によって管
理されている複数の端末装置１００からの共感用自己情報に含まれているコンテンツ関連
情報にを用い、コンテンツの一致判断、又はコンテンツアルバムの一致判断、又はコンテ
ンツ実演者の一致判断、又はコンテンツ制作関係者の一致判断、又はコンテンツのジャン
ルの一致判断、又はコンテンツ進行時間の近似判断、又はコンテンツ記録再生日時の近似
判断の、少なくとも一つを行って、共感動作を実行させる複数の端末装置を判定する。
【００５４】
　端末対応処理機能部２１は、ペア／グループ判定機能部２５によってペアもしくがグル
ープとして判定された複数の端末装置１００に対しての共感動作情報を生成し、送信機能
部２３から送信させる機能である。これはＣＰＵ１０１が、共感動作のためのプログラム
に基づいて動作することで実現される。
　例えば端末対応処理機能２１は、共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端
末装置１００のそれぞれに対し、当該複数の端末装置１００のうちの他の端末装置１００
のコンテンツ関連情報に基づいて生成した共感用他者情報を送信機能部２３から送信させ
る。
　また端末対応処理機能２１は、共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端末
装置１００のそれぞれに対し、チャット動作に関する情報（チャット関連情報）を送信機
能部２３から送信させる。
　或いは端末対応処理機能２１は、共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端
末装置１００のそれぞれに対し、当該複数の端末装置１００のうちの他の端末装置１００
のメールアドレスを送信機能部２３から送信させる。
　或いは端末対応処理機能２１は、共感動作情報として、共感動作を実行させる複数の端
末装置１００のそれぞれに対し、当該複数の端末装置１００に共通にアクセスさせるＵＲ
Ｌアドレスを送信機能部２３から送信させる。
【００５５】
［４．第１の共感動作例］

　以上の図４のような機能構成により実現される第１の共感動作例を説明する。
　図５は、第１の共感動作例をして、端末装置１００Ａ、サーバ装置２００、端末装置１
００Ｂの処理を示している。
【００５６】
　図５に示す端末装置１００Ａ、１００Ｂの処理は、図４に示した制御機能部１、受信機
能部２、送信機能部３，表示機能部４、入力機能部５、日時計数部６、コンテンツ管理機
能部７、コンテンツ記録再生機能部８が連係して実行されるものである。これはハードウ
エア的に見れば、ＣＰＵ１０１の制御処理と捉えることもできる。
　また図５に示すサーバ装置２００の処理は、図４に示した端末対応処理機能部２１、受
信機能部２２、送信機能部２３、受信情報記憶管理機能部２４、ペア／グループ判定機能
部２５が連係して実行されるものである。これはハードウエア的に見れば、ＣＰＵ２０１
の制御処理と捉えることもできる。
　なお、このことは、後述する図１１，図１４でも同様である。
　また端末装置１００Ａ、１００Ｂの処理は同様であるため、同じステップ番号で処理を
示している。
【００５７】
　端末装置１００Ａ（１００Ｂ）の処理は、例えば音楽コンテンツの記録再生アプリケー
ションプログラム（以下、音楽記録再生アプリケーション）に基づいて、音楽コンテンツ
の記録又は再生している際の処理となる。
　以下では、図５に示す端末装置１００Ａ（１００Ｂ）の処理は、音楽再生中に行われる
ものとして説明を続ける。
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【００５８】
　図６には、音楽記録再生アプリケーションが起動されている際に表示装置１１０で行わ
れる表示例を示している。
　端末装置１００で音楽記録再生アプリケーションが起動されることで、例えば図６のよ
うなアプリケーションウインドウ５０がユーザに対して表示される。
　このアプリケーションウインドウ５０には、操作ボタン表示として、共感ボタン５１、
マイライブラリボタン５２、音楽取込ボタン５３、音量調整バー５４、再生用ボタン群５
５など、各種の操作用の画像が表示される。
【００５９】
　共感ボタン５１は、ユーザが共感動作を求める場合に押す（クリックする）ボタンであ
る。
　マイライブラリボタン５２は、図のようなライブラリ表示を求めるためのボタンである
。
　音楽取込ボタン５３は、例えばＣＤのリッピングなどを実行する際に押すボタンである
。
　音量調整バー５４は、オーディオ再生部１１４からの出力音量を調整する操作画像であ
る。
　再生用ボタン群５５は、例えばユーザが選択した楽曲の再生、再生停止、早送り（頭出
し）、早戻し（頭出し）などを指示するボタン群である。
【００６０】
　マイライブラリボタン５２のクリックによっては、図のようにライブラリリスト６０が
表示される。これは、例えばＨＤＤ１０９に取り込んである音楽コンテンツを一覧表示す
るものである。またディスクドライブ１１２に装填中の可搬性記録媒体９０に収録されて
いる音楽コンテンツの一覧表示を行うこともできる。
　ユーザは、このライブラリリスト６０上で、所望の楽曲を選択し、再生用ボタン群５５
を操作することで、所望の楽曲を再生させることができる。例えばカーソルＫを移動させ
てリスト表示上で任意の曲を選択して再生させる。
【００６１】
　このようにしてユーザが端末装置１００で或る楽曲を再生させて聴取している際などに
、共感ボタン５１を押すことで、図５の処理が行われる。
　入力機能部５によって端末装置１００Ａのユーザが共感ボタン５１を押したことが検知
されると、端末装置１００Ａは図５の処理をステップＦ１０１からＦ１０２に進め、制御
機能部１、送信機能部３は共感用自己情報をサーバ装置２００に対して送信する。
　例えば端末装置１００Ａの制御機能部１は、自己の端末装置１００ＡのＩＰアドレスを
含む端末情報と、現在再生中の音楽コンテンツに関連するコンテンツ関連情報を生成し、
この端末情報とコンテンツ関連情報を共感用自己情報とする。そして送信機能部３が、こ
の共感用自己情報をサーバ装置２００に対して送信する。
　例えばコンテンツ関連情報には、再生中の音楽コンテンツの曲名、その曲が含まれるア
ルバムタイトル、アーティスト名、再生中の曲の進行時間やアルバム内での進行時間、日
時計数部６で係数されている現在日時などが含まれるようにする。
　また、ライブラリリスト情報もコンテンツ関連情報に含める。例えば現在再生中の楽曲
を収録したアルバムの全曲のリスト、或いは同一アーティストの他のアルバムや楽曲のリ
ストなどである。なお、このライブラリリスト情報としては、マイライブラリとして登録
されている全ての楽曲の情報を含むようにしてもよい。
　制御機能部１はこれらのコンテンツ関連情報をコンテンツ記録再生機能部８、コンテン
ツ管理機能部７から取得できる。例えば現在再生中の楽曲の情報をコンテンツ記録再生機
能部８から得、その楽曲に関する情報やライブラリリストの情報をコンテンツ管理機能部
７から取得する。
【００６２】
　サーバ装置２００では、共感用自己情報として端末情報とコンテンツ関連情報が送信さ
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れてくると、ステップＦ２０１として、受信情報記憶管理機能部２４によって、その共感
用自己情報が記憶されて管理される。また、このステップＦ２０１では、常時、受信され
た多数の共感用自己情報のデータベースを用いて、ペア／グループ判定機能部２５による
ペアリング判定処理が行われている。
【００６３】
　ここで、端末装置１００Ｂのユーザ（以下、ユーザＢとする）が、例えば端末装置１０
０Ａのユーザ（以下、ユーザＡとする）と、同じ曲、又は同じアルバムの曲、又は同じア
ーティストの曲を、端末装置１００Ｂで再生させて聴取しており、共感ボタン５１を押し
たとする。
　端末装置１００Ｂは、端末装置１００Ａと同様にステップＦ１０２からＦ１０２に進み
、共感用自己情報をサーバ装置２００に送信する。
　サーバ装置２００の受信情報記憶管理機能部２４は、ステップＦ２０１で、この端末装
置１００Ｂからの共感用自己情報を取り込んでデータベース管理する。
【００６４】
　サーバ装置２００のペア／グループ判定機能部２５は、所定の条件でペア判定を行う。
例えば同時点で、「同じ曲を聴いている」「同じアルバムを聴いている」「同じアーティ
ストの曲を聴いている」などの条件で、ペア判定を行う。ここでは説明上、「同じアルバ
ムを聴いている」をペア判定条件とする。
　仮にユーザＡ、ユーザＢが、それぞれ同じアルバムの曲を再生させているときに、それ
ぞれが共感ボタン５１を押したとすると、サーバ装置２００のステップＦ２０１として、
ユーザＡの端末装置１００Ａと、ユーザＢの端末装置１００Ｂが、共感動作を行うことの
できるペアと判定されることになる。
【００６５】
　そしてペア成立と判定されたら、サーバ装置２００の処理はステップＦ２０２からＦ２
０３に進み、端末対応処理機能部２１、送信機能部２３によって、ペアとした各端末装置
１００Ａ、１００Ｂに対して最初の共感動作情報として共感用他者情報を送信する。ここ
では、共感用他者動作情報とはペアの相手の端末装置のコンテンツリスト情報とする。
　即ち、サーバ装置２００は、端末装置１００Ａに対しては、端末装置１００Ｂから送信
されたコンテンツ関連情報に含まれるコンテンツリスト情報（端末装置１００Ｂのマイラ
イブラリの曲目リスト）を送信し、端末装置１００Ｂに対しては、端末装置１００Ａから
送信されたコンテンツ関連情報に含まれるコンテンツリスト情報（端末装置１００Ａのマ
イライブラリの曲目リスト）を送信する。
【００６６】
　端末装置１００Ａ側では、ステップＦ１０１でユーザＡが共感ボタン５１を押し、ステ
ップＦ１０２で共感用自己情報を送信した状態では、表示装置１１０の表示が図７のよう
になる。即ち、共感する相手のためのライブラリリスト７０の領域が表示され、例えば「
検索中」と表示される。
　また、その後の共感動作のための操作画像としてチャットボタン６１やクイットボタン
６２が表示される。
　その後、サーバ装置２００でペアリングが行われ、上記のように共感用他者情報として
コンテンツリスト情報が送信されてくると、制御機能部１、表示機能部４により図８のよ
うな表示が表示装置１１０で実行されることになる。
　この図８の状態では、ライブラリリスト７０として、例えば端末装置１００Ａの表示装
置１１０において、端末装置１００Ｂのライブラリ登録されている曲目の一部が表示され
る。例えば現在端末装置１００ＢでユーザＢが聴いている曲を含むアルバムの曲目がリス
ト表示される。
　これによってユーザＡは、未知の他人であるユーザＢが、現在同じアルバムの曲を聴い
ていることがわかる。
　この、図７，図８のような表示は、端末装置１００Ｂ側でも同様に行われるため、同様
にユーザＢは、未知の他人であるユーザＡが、現在同じアルバムの曲を聴いていることが
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わかる。
【００６７】
　なお図８では、相手のライブラリリスト７０として表示される音楽コンテンツは、現在
互いに聴いている同一のアルバムの曲名のリストとしたが、例えば相手のマイライブラリ
に登録されている同一のアーティストの全曲名リストであったり、相手のマイライブラリ
に登録されている全曲のリストなどとしてもよい。
　このようにすれば、互いに未知の相手の音楽的な趣味の方向や好みが共通するアーティ
ストなどを知ることができる。
【００６８】
　この図８のような画面を見たユーザＡが、ユーザＢとコミュニケーションを図りたいと
思った場合は、チャットボタン６１を押す操作を行う。
　ユーザＡがチャットボタン６１を押した場合、端末装置１００Ａの処理はステップＦ１
０４からＦ１０５に進み、制御機能部１、送信機能部３はサーバ装置２００に対してチャ
ット要求を送信する。
　端末装置１００Ｂ側でも同様に、もしユーザＢが図８のような画面を見て、チャットボ
タン６１を押した場合、端末装置１００Ｂの処理はステップＦ１０４からＦ１０５に進み
、制御機能部１、送信機能部３はサーバ装置２００に対してチャット要求を送信する。
【００６９】
　サーバ装置２００の端末対応処理機能部２１では、ステップＦ２０４として共感動作開
始判定処理を行う。つまり共感動作を開始させるか否かを判別する。
　サーバ装置２００の端末対応処理機能部２１は、例えば端末装置１００Ａからのチャッ
ト要求を受信した場合は、端末装置１００Ｂに対してチャット要求についての打診通知を
行う。また端末装置１００Ｂからのチャット要求を受信した場合は、端末装置１００Ａに
対してチャット要求についての打診通知を行う。
【００７０】
　仮に、ユーザＡがチャットボタン６１を押していない段階で、先にユーザＢがチャット
ボタン６１を押した場合、サーバ装置２００から端末装置１００Ａに対して打診通知が送
信される。
　チャット要求の打診通知を受信した場合、端末装置１００Ａの処理はステップＦ１０６
からＦ１０７に進み、制御機能部１、表示機能部４によって打診表示が行われる。
　例えば図９のように打診表示ウインドウ８０を開き、ユーザＡに「ＹＥＳ」「ＮＯ」の
回答を求める。
　そしてユーザＡの操作入力に応じて「ＹＥＳ」つまりチャット開始ＯＫ、又は「ＮＯ」
つまりチャットを行わないという、ＯＫ／ＮＧ情報をサーバ装置２００に返信する。
【００７１】
　また逆に、ユーザＢがチャットボタン６１を押していない段階で、先にユーザＡがチャ
ットボタン６１を押した場合、サーバ装置２００から端末装置１００Ｂに対して打診通知
が送信される。
　チャット要求の打診通知を受信した場合、端末装置１００Ｂの処理も同様にステップＦ
１０６からＦ１０７に進み、制御機能部１、表示機能部４によって図９のような打診表示
が行われる。そしてユーザＢの操作入力に応じてＯＫ／ＮＧ情報をサーバ装置２００に返
信する。
【００７２】
　つまり端末装置１００ＡのユーザＡ、端末装置１００ＢのユーザＢは、それぞれ自分か
らチャットボタン６１を押してチャット要求を行うか、或いは相手からのチャット要求に
応じてＯＫ／ＮＧの回答を行うという行為を行うことになる。
　この操作を、各端末装置１００Ａ、１００Ｂでは、ステップＦ１０４，Ｆ１０６、Ｆ１
１１で確認し、確認結果に応じて処理を進める。
　ステップＦ１１１では、終了か否かが判定される。例えばユーザＡがチャットボタン６
１を押さず、また打診通知が無いまま、音楽記録再生アプリケーションを終了させたり、
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ユーザＢのライブラリリスト７０を閉じたりする操作を行った場合は、端末装置１００Ａ
の処理はステップＦ１１１で終了と判断され、ステップＦ１１２で共感動作に関しての終
了処理が行われる。端末装置１００Ｂの場合も同様である。
【００７３】
　サーバ装置２００の端末対応処理機能部２１は、このような各端末装置１００Ａ、１０
０Ｂからのチャット要求や、打診通知に対する回答に応じて、共感動作の開始判定を行う
。
　即ち端末装置１００Ａ、１００Ｂの一方からチャット要求が送信され、他方に打診通知
を行ってその回答がＯＫであった場合、ユーザＡ、ユーザＢの同意成立と判定する。
　また端末装置１００Ａ、１００Ｂの両方からほぼ同時にチャット要求があった場合も同
意成立とする。この場合、サーバ装置２００の処理はステップＦ２０５からＦ２０６に進
む。
【００７４】
　逆に、端末装置１００Ａ、１００Ｂの一方からチャット要求が送信され、他方に打診通
知を行ったがその回答がＮＧであった場合は、同意不成立として、ステップＦ２０５から
Ｆ２０８に進み、各端末装置１００Ａ、１００Ｂとの通信を切断して、このペアに関する
共感動作のための処理を終える。
　また、例えば或る程度の時間を経過しても、端末装置１００Ａ、１００Ｂのいずれから
もチャット要求がない場合なども、タイムアウトによる同意不成立としてステップＦ２０
８に進んでもよい。
【００７５】
　同意成立の場合、サーバ装置２００の端末対応処理機能部２１は、ステップＦ２０６で
共感動作情報として、チャット開始指示を各端末装置１００Ａ、１００Ｂに送信する。
　これに応じて各端末装置１００Ａ、１００Ｂは、それぞれステップＦ１０８でチャット
ウインドウをオープンし、共感動作としてのチャット処理を開始する。チャット処理中は
、サーバ装置２００の端末対応処理機能部２１はステップＦ２０７として、端末装置１０
０Ａ、１００Ｂ間のチャット中継処理などを行う。
　図１０には、チャットウインドウ８１が開かれ、ユーザＡとユーザＢの間で、チャット
によるリアルタイムコミュニケーションが行われている状態を示している。
　ユーザＡ、ユーザＢは、それぞれ端末装置１００Ａ、１００Ｂからの入力及び表示確認
で、現在お互いが聴いている同じアルバムについての感想を述べあったり、そのアーティ
ストの情報の交換などを行うことができる。
【００７６】
　その後、ユーザＡ又はユーザＢがクイットボタン６２を押した場合は、端末装置１００
Ａ又は１００Ｂは、ステップＦ１０９からＦ１１０に進んでクイット情報をサーバ装置２
００に送信する。これに応じてサーバ装置２００はステップＦ２０８で、端末装置１００
Ａ、１００Ｂとの通信を切断し、この端末装置１００Ａ、１００Ｂのペアについての共感
動作の処理を終了する。
　各端末装置１００Ａ、１００Ｂでは、クイット情報の送信後、ステップＦ１１２で共感
動作としての処理を終了する。
【００７７】
　なお、この例では未知の二人のユーザ同士のペアリングを行い、チャットによるコミュ
ニケーションをとるようにしたが、３人以上のグループ化を行い、各端末装置１００がチ
ャットに参加できるようにしてもよい。
【００７８】
［５．第２の共感動作例］

　第２の共感動作例を図１１，図１２で説明する。
　図１１は端末装置１００Ａ、１００Ｂとサーバ装置２００の処理を示している。
　この場合も、端末装置１００Ａでは、ユーザＡが例えば図６の画面上で共感ボタン５１
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を押すことでステップＦ１５１からＦ１５２に進み、サーバ装置２００に対して共感用自
己情報を送信する。
　この第２の共感動作例の場合も、制御機能部１は共感用自己情報としてコンテンツ関連
情報と端末情報を送信するが、この端末情報には、自己のＩＰアドレスに加えて、電子メ
ールアドレスも含ませるようにする。
　つまりサーバ装置２００には、現在聴いている音楽コンテンツに関する曲名、アルバム
名、アーティスト名などの各種情報や、ライブラリリストの情報、ＩＰアドレス、電子メ
ールアドレスが送信される。
　端末装置１００Ｂについても同様であり、ユーザＢが共感ボタン５１を押すことでステ
ップＦ１５１からＦ１５２に進み、サーバ装置２００に対して共感用自己情報を送信する
。
【００７９】
　サーバ装置２００では、共感用自己情報が送信されてくると、ステップＦ２５１として
、受信情報記憶管理機能部２４によって、その共感用自己情報が記憶されて管理される。
また、このステップＦ２５１として、常時、受信された多数の共感用自己情報のデータベ
ースを用いて、ペア／グループ判定機能部２５によるペアリング判定処理が行われている
。
　そして例えば端末装置１００ＡのユーザＡと、端末装置１００ＢのユーザＢが、同じア
ルバムの曲を再生させている場合などに、端末装置１００Ａ、１００Ｂをペアと判定する
。
【００８０】
　そしてペア成立と判定されたら、サーバ装置２００の処理はステップＦ２５２からＦ２
５３に進み、端末対応処理機能部２１、送信機能部２３によって、ペアとした各端末装置
１００Ａ、１００Ｂに対して共感動作情報として相手のメールアドレスを送信する。
　即ち、サーバ装置２００は、端末装置１００Ａに対しては、端末装置１００Ｂから送信
された端末情報に含まれるメールアドレスを送信し、端末装置１００Ｂに対しては、端末
装置１００Ａから送信された端末情報に含まれるメールアドレスを送信する。
【００８１】
　各端末装置１００Ａ、１００Ｂはそれぞれ、共感動作情報としての相手のメールアドレ
スが送信されてきたら、ステップＦ１５３として共感動作情報表示及びユーザに対する打
診表示を行う。
　例えば図１２に示すようにウインドウ８２を開き、相手のメールアドレスを表示すると
ともに、メール送信を行うか否かの回答をユーザに求める。
　もしユーザが「ＮＯ」を選択した場合は、ステップＦ１５４から共感動作についての処
理を終える。
　ユーザが「ＹＥＳ」を選択した場合、ステップＦ１５４からＦ１５５に進み、制御機能
部１は電子メール用のアプリケーションソフトウエア（以下メールソフト）の起動を行う
と共に、相手のメールアドレスをメールソフトに受け渡す。
　以降は、ステップＦ１５６で、ユーザの操作に応じて、メールソフトが機能し、端末装
置１００Ａ、１００Ｂの間での電子メールの送受信が行われることになる。
【００８２】
　つまり互いに未知なユーザＡ、ユーザＢは、同時刻に同じアルバムを聴いている者同士
としてサーバ装置２００によってペアリングされ、互いのメールアドレスが通知されて、
互いに電子メールの送受信によるコミュニケーションをとることができるようになる。
【００８３】
　なお、この例では、相手のライブラリリスト７０の表示を行わないようにしたが、ペア
成立の際にサーバ装置２００が、端末装置１００Ａ、１００Ｂに対して、それぞれ相手の
ライブラリリストの情報を送信し、上記第１の共感動作例の図８のように各端末装置１０
０Ａ、１００Ｂで相手のライブラリリスト７０の表示を行うようにしてもよい。
【００８４】
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　また、ここでは未知の二人のユーザ同士のペアリングを行うものとしたが、３人以上の
グループ化を行い、各端末装置１００に、他の複数の端末装置１００のメールアドレスを
送信するようにしてもよい。
【００８５】
　また、未知の相手にメールアドレスを公開しないように、サーバ装置２００は互いの端
末装置１００に相手のメールアドレスは通知せず、サーバ装置２００のメールアドレスを
通知し、サーバ装置２００がメール送受信の仲介を行うようにすることも考えられる。
【００８６】
［６．第３の共感動作例］

　第３の共感動作例を説明する。
　図１３は、第３の共感動作例を実現するためのシステム構成を示しているが、端末装置
１００（１００Ａ、１００Ｂ）、サーバ装置２００としての機能構成は上述した図４と同
様である。
　この場合は、ウェブサーバ２５０がシステム構成に含まれることになる。
　ウェブサーバ２５０は、例えば不特定多数の同一趣味のユーザに対して、例えば掲示板
形式などでコミュニケーションを図るウェブサイトを運営するサーバを示している。
　なお、サーバ装置２００が、このウェブサーバ２５０としての機能を備えるようにして
もよいし、ウェブサーバ２５０はサーバ装置２００とは独立して運営されるものでもよい
。
【００８７】
　図１４は端末装置１００Ａ、サーバ装置２００、ウェブサーバ２５０の処理を示してい
る。
　この場合も、端末装置１００Ａでは、ユーザＡが例えば図６の画面上で共感ボタン５１
を押すことでステップＦ１７１からＦ１７２に進み、サーバ装置２００に対して共感用自
己情報を送信する。
　第１の共感動作例の場合と同様、制御機能部１は共感用自己情報としてコンテンツ関連
情報と端末情報を共感用自己情報として送信する。つまり現在聴いている音楽コンテンツ
に関する曲名、アルバム名、アーティスト名などの各種情報や、ライブラリリストの情報
、ＩＰアドレス等を送信する。
【００８８】
　サーバ装置２００では、共感用自己情報が送信されてくると、ステップＦ２７１として
、受信情報記憶管理機能部２４によって、その共感用自己情報が記憶されて管理される。
また、このステップＦ２７１として、常時、受信された多数の共感用自己情報のデータベ
ースを用いて、ペア／グループ判定機能部２５によるグループ判定処理が行われている。
　この場合は、１対１のペアに限らず、同一の音楽アルバムを現在聴いている多数のユー
ザ（端末装置１００）を同一グループとしてグルーピングすればよい。
【００８９】
　例えば端末装置１００Ａからの共感用自己情報が取り込まれた場合は、その共感用自己
情報と、既に受信していた他の端末装置１００からの共感用自己情報を比較し、同一のア
ルバムを聴いている他のユーザがいるか否かを判定する。
　そして同一のアルバムを聴いている他のユーザ、例えば端末装置１００ＢのユーザＢが
存在すれば、端末装置１００Ａ、１００Ｂをグルーピングする。
　また、既に端末装置１００Ｂ、１００Ｃがグルーピングされており、端末装置１００Ａ
の共感用自己情報（例えば現在聴いているアルバム）が、このグループと一致したら、端
末装置１００Ａを、そのグループに加入させる。
【００９０】
　そして端末装置１００Ａについて、或るグループが成立又は加入と判定されたら、サー
バ装置２００の処理はステップＦ２７２からＦ２７３に進み、端末対応処理機能部２１、
送信機能部２３によって、各端末装置１００Ａに対して共感動作情報を送信する。この場
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合、ウェブサーバ２５０が開設している、当該グループに用意される掲示板サイトのＵＲ
Ｌアドレスを送信する。
　なお、サーバ装置２００は、最初に端末装置１００Ａ、１００Ｂで最初に１つのグルー
プが成立した場合は、ＵＲＬアドレスを端末装置１００Ａ、１００Ｂの双方に送信する。
一方、既に端末装置１００Ｂ、１００Ｃで成立していたグループに端末装置１００Ａを加
入させる場合は、ＵＲＬアドレスを端末装置１００Ａのみに送信すればよい。端末装置１
００Ｂ、１００ＣにはＵＲＬアドレスを送信済であるためである。
【００９１】
　端末装置１００Ａでは、共感動作情報としてのＵＲＬアドレスが送信されてきたら、ス
テップＦ１７２としてユーザＡに対する打診表示を行う。
　例えば図１５に示すようにウインドウ８３を開き、ユーザＡと共通の話題を持つグルー
プの広場（掲示板サイト）の存在を知らせ、アクセスするか否かの回答をユーザに求める
。
　もしユーザが「ＮＯ」を選択した場合は、ステップＦ１７３からステップＦ１７７に進
み、共感動作についての処理を終える。
　ユーザが「ＹＥＳ」を選択した場合、ステップＦ１７３からＦ１７４に進み、制御機能
部１はブラウザソフトウエア（以下ブラウザ）の起動を行うと共に、通知されたＵＲＬア
ドレスをブラウザに受け渡してアクセスさせる。
　以降は、ステップＦ１７５で、ユーザの操作に応じて、ブラウザが機能し、ウェブサー
バ２５０が開設する所定の掲示板サイトの閲覧、書込が行われることになる。
　ウェブサーバ２５０は、ステップＦ３００として、各端末装置１００からのブラウジン
グや書込に対応する処理を行う。
　ユーザがブラウザによるウェブサーバ２５０へのアクセスを終了させることで、端末装
置１００Ａの処理はステップＦ１７６からＦ１７７に進み、共感動作としての処理を終了
させる。
【００９２】
　つまりこの場合、互いに未知な多数のユーザは、同時刻に同じアルバムを聴いている者
同士としてグループ化され、特定の掲示板サイトが紹介される。そして掲示板サイトの閲
覧や書込により、コミュニケーションをとることができる。
　なお、ＵＲＬサーバ２５０によるウェブサイトは、サーバ装置２００の運営とは無関係
な既存のウェブサイトとしてもよい。
　例えばアーティスト「ＡＢＣ」がホームページを開設している場合に、サーバ装置２０
０は、アーティスト「ＡＢＣ」のアルバムを聴いているユーザ同士をグループ化し、上記
ホームページのＵＲＬアドレスを通知するようにしてもよい。このホームページに書込フ
リーな掲示板ページが用意されていることで、グループ化されたユーザ同士がコミュニケ
ーションを図ることができる。
【００９３】
［７．実施の形態の効果及び変形例］

　以上説明してきた実施の形態によれば、端末装置１００のユーザにとっては、例えば現
在、自分と未知の他人が、同時点で共通の曲、アルバム、アーティストなどの音楽を聴い
ているもの同士としてペアリング／グルーピングされ、互いにコミュニケーションをとる
機会が与えられることになる。
　これによって共通の話題を持つ他人との間で、リアルタイムで、例えばチャット、メー
ル交換、ウェブサイトの掲示板書込などの手法で、コンテンツによる感動を共有したり、
感想を述べあって共感することなどが実現できる。
【００９４】
　また、特にインターネットなどの広域ネットワーク等を活用した端末装置とサーバ装置
の通信により本発明の動作を行うことで、共通の話題を持つ他人が見つかりやすく、有用
なネットワークコミュニティの手法を実現できる。
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　例えば、あまり知られていないアーティストのファン同士など、通常は見つけにくい同
好の相手との直接的かつ即時的な共感を行うことができる。
【００９５】
　本発明は、上記各実施の形態に限らず、多様な変形例が考えられる。
　サーバ装置２００のペア／グループ判定機能部２５によるペア／グループの判定の手法
は、非常に多様に考えられる。
　上記例では、例えば同時点に同じアルバムを聴いている者（端末装置１００）同士とし
たが、これに限られない。
　例えば同じ曲を聴いている者同士として、ペア／グループ判定条件を厳しくしても良い
し、同じアーティストの曲を聴いている者同士として判定条件を緩くしてもよい。
　さらには、同じ曲で、進行時間でほぼ同じ部分を聴いている、というようにしてもよい
。例えば殆ど数秒～１０数秒の範囲内で同じ曲の同じ部分を聴いている者同士とする。こ
の判定のためには、各端末装置１００が再生進行時間情報を共感用自己情報に含めて送信
し、サーバ装置２００側で、曲名と再生進行時間情報の比較判定を行えばよい。勿論総コ
ンテンツの中のトータル経過時間や残量時間の比較で行ってもよい。
【００９６】
　なお、端末装置１００において、例えばＣＤ等からリッピングした曲、或いはＣＤ等を
再生させている場合に、曲名やアルバム名の情報などがわからない場合もある。
　そこで、例えばＣＤ等のＴＯＣ（Table of contents）データに基づいて生成された識
別子や、ＩＳＲＣ(International Standard Recording Code)、アルバムの総トラック数
、総演奏時間、各トラックの演奏時間、再生中のトラックナンバなどの情報を、曲名、ア
ルバム名の情報の代わりに送信してもよい。例えばサーバ装置２００側が、音楽データベ
ースを備えていたり、音楽データベースサービスにアクセスできることで、サーバ装置２
００側では、これらの情報から、現在聴いている曲名、アルバム名、アーティスト名など
を判別し、ペア／グループ判定に利用できる。
　もちろん端末装置１００側で曲名、アルバム名等の情報を送信できる場合であっても、
それに加えて上記のＴＯＣによる識別子、ＩＳＲＣ、アルバムの総トラック数、総演奏時
間、トラックナンバ等を共感用自己情報に加えてサーバ装置２００に送信してもよい。
【００９７】
　また、ペア／グループ判定機能部２５は、音楽プロデューサー、制作会社などのコンテ
ンツ制作関係者の情報についての一致判断や、コンテンツのジャンルの一致判断などをペ
ア／グループ判定の際に行うようにしても良い。
　また、各端末装置１００から共感用自己情報を送信するタイミング（ユーザが共感ボタ
ン５１を押す時点）は全く不定である。このため、或るユーザが、音楽聴取を終了した後
に、サーバ装置２００側で他のユーザとのペア／グループ判定が行われてしまうこともあ
る。
　このため、端末装置１００は共感用自己情報に日時計数部６で得られる現在日時を付加
して送信し、ペア／グループ判定機能部２５は、ペア／グループ判定の際に、この日時情
報を参照して判定しても良い。つまり判定時に、或る程度の時間幅で現在に近いユーザの
中からペア／グループ化をおこなうようにする。
　また受信情報記憶管理機能部２４は、日時情報が、現時点より或る時間以上過去になっ
た共感用自己情報については、削除していくようにしてもよい。
　例えば受信した共感用自己情報については、例えば３０分など、特定の時間のみ保存し
て、ペア／グループ判定機能部２５による判定に供するようにするなどである。
　なお、端末装置１００が共感用自己情報に現在日時情報を含めて送信しなくても、サー
バ装置２００側で受信日時を付加して管理すれば、以上の動作は可能となる。
【００９８】
　また、ペア／グループ判定機能部２５は、例えばアーティストによってペア／グループ
判定の判定条件を変えるなどしてもよい。
　例えば、非常に有名なアーティスト、或いは最近のヒット曲や新譜などの場合は、同一
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の曲を同一の時点で聴いているユーザが多数存在することが予想される。
　一方、あまり有名でないアーティストの曲であると、同時点で聴いている人は少ないと
予想される。
　このため、アーティストを知名度などにより分類しておき、知名度の高いアーティスト
の曲については、曲の一致、或いは曲の中で再生している箇所（再生進行時間）の略一致
などとして、あまりに多数の人がペア／グループ判定条件を満たすことがないようにする
。一方、知名度の低いアーティストの場合は、アルバムの一致、もしくはアーティストの
一致などとして判定条件をゆるめることで、ペア／グループ化ができないといった事態を
少なくすることが考えられる。
【００９９】
　また本システムの目的として、非常に販売数が少ない音楽アルバムのファン同士など、
コアなユーザ同士を結びつけることを目的とする場合は、ミリオンセラーのようなアルバ
ム、楽曲などに関しては、本機能は動作させないようにサーバ装置２００側で規制をかけ
ても良い。上記規制をかけることでサーバの負荷が重くなってしまうことを防ぐことがで
きる。
　上記の規制のかけかたとしてはＣＤやＤＶＤなどの週間又は年間の累積販売実数のデー
タをサーバ側に蓄え、ある所定値以上の累積販売実数の楽曲、アルバム、映画に関しては
サーバ側でペア／グループ判定の際の比較、照合対象外にすることが考えられる。
【０１００】
　また、多数の人がペア／グループ判定条件に合致してしまうような場合には、ランダム
にペアを設定するようにしてもよい。
【０１０１】
　また、全世界のユーザ同士を結びつけることを考えると、サーバ装置２００の処理負担
が大きくなりすぎることや、ユーザ同士が適切にコミュニケーションをとれないといった
ことも考えられる。
　そこで、ユーザの国籍、使用言語、居住地域（都道府県や市町村など）などの一致を、
ペア／グループ判定条件に加えても良い。
　これらの情報は、予め本ザービスに加入するユーザがサーバ装置２００に通知して、サ
ーバ装置２００側で、各端末装置１００のＩＰアドレス等に対応させて登録しておけばよ
い。或いは、これらの情報を、端末装置１００が共感用自己情報に含めて送信するように
してもよい。
　また、ユーザの趣味、嗜好の情報、年齢、性別などの情報を同様に、予めサーバ装置２
００に登録したり、共感用自己情報に含めて送信するなどし、ペア／グループ判定に使用
するようにしても良い。
【０１０２】
　また現在再生中の曲やアルバムについて、ユーザ同士のペア／グループ判定を行うが、
上述したライブラリリストの情報を用いて、音楽的な嗜好が似ている（マイライブラリに
共通のアーティストが多く含まれているなど）者同士を優先的にペアリングするなどの手
法も考えられる。
　同様に、過去再生曲の履歴も共感用自己情報に含めて各端末装置１００からサーバ装置
２００に対して送信するようにし、サーバ装置２００側で照合をすることで、同様なジャ
ンルやアーティストを聞いているか否かを判定して、より趣味趣向のあったユーザ同士を
優先して結び付けるようにしてもよい。
【０１０３】
　また端末装置１００が送信する共感用自己情報としては、少なくともＩＰアドレスと再
生を行っているコンテンツに関する情報のみとしてもよい。
　即ち、最低限、再生（又は記録）しているコンテンツが把握できる情報と端末装置１０
０を識別する情報を送信すればよい。
【０１０４】
　また、実施の形態では音楽コンテンツの再生時を想定して共感動作を行う例を述べたが
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、映画、放送番組などの映像コンテンツの再生時に、同様に共感動作を行うことも当然想
定される。
　映像コンテンツの場合は、コンテンツ関連情報としては、チャプター番号やチャプター
名、映画タイトル名、監督名や俳優名、制作会社名、再生経過時間等の時間情報などを含
むようにし、サーバ装置２００側では、これらを比較してペア／グループ判定を行えばよ
い。
　更に、ゲームコンテンツ（ゲームプログラム）の実行時に、同時的に同じゲームを実行
している端末装置同士がペア／グループとされて、ユーザ同士でコミュニケーションをと
ることができるようにもすることができる。
【０１０５】
　また、音楽や映像コンテンツの再生時だけでなく、記録時に同様の共感動作を行うこと
ができる。例えば端末装置１００において、ＣＤ等の音楽コンテンツをＨＤＤ１０９にリ
ッピングしている際、ＤＶＤ等の映像コンテンツをＨＤＤ１０９に記録している際、或い
はＨＤＤ１０９から可搬性記録媒体９０に音楽／映像コンテンツを記録している際、ネッ
トワーク通信により音楽／映像コンテンツをＨＤＤ１０９等にダウンロード記録している
際などに、ユーザが共感動作指示を行うこと（共感ボタン５１のクリック等）に応じて、
上述のシステム動作がおこなわれるようにする。
　また、端末装置１００にＵＳＢケーブル等で接続されたポータブルメモリデバイス、ポ
ータブルＨＤＤデバイスなどに収録されているコンテンツを再生する場合に、同様に共感
動作としての上述のシステム動作が行われるようにすることもできる。
【０１０６】
　また上記システムは不特定多数のユーザを対象としているが、例えばソーシャルネット
ワークコミュニケーション（ＳＮＣ）のように会員間で紹介をしあうことで紹介者の匿名
性を保ちながら紹介者の安全性を高め、かつサーバ装置２００の処理負担を会員限定とす
ることで減らすようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施の形態のシステム構成の説明図である。
【図２】実施の形態の端末装置のブロック図である。
【図３】実施の形態のサーバ装置のブロック図である。
【図４】実施の形態のシステムの機能構成のブロック図である。
【図５】実施の形態の第１の共感動作例のフローチャートである。
【図６】実施の形態の表示例の説明図である。
【図７】実施の形態の共感動作開始時の表示例の説明図である。
【図８】実施の形態のペアリング時の表示例の説明図である。
【図９】実施の形態の打診通知時の表示例の説明図である。
【図１０】実施の形態のチャット動作時の表示例の説明図である。
【図１１】実施の形態の第２の共感動作例のフローチャートである。
【図１２】実施の形態の打診通知時の表示例の説明図である。
【図１３】実施の形態の第３の共感動作例のシステム構成のブロック図である。
【図１４】実施の形態の第３の共感動作例のフローチャートである。
【図１５】実施の形態の打診通知時の表示例の説明図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　制御機能部、２　受信機能部、３　送信機能部、４　表示機能部、５　入力機能部
、６　日時計数部、７　コンテンツ管理機能部、８　コンテンツ記録再生機能部、２１　
端末対応処理機能部、２２　受信機能部、２３　送信機能部、２４　受信情報記憶管理機
能部、２５　ペア／グループ判定機能部、１００　端末装置、１０１　ＣＰＵ、１０２　
メモリ部、１０３　ネットワークインターフェース部、１０４　ディスプレイコントロー
ラ、１０５　入力機器インターフェース部、１０６　ＨＤＤインターフェース部、１０７
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　キーボード、１０８　マウス、１０９　ＨＤＤ、１１０　表示装置、１１２　ディスク
ドライブ、１１３　ディスクドライブインターフェース部、１１５　オーディオ処理部、
１１４　オーディオ再生部、２００　サーバ装置、２０１　ＣＰＵ、２０２　メモリ部、
２０３　ネットワークインターフェース部、２０４　ディスプレイコントローラ、２０５
　入力機器インターフェース部、２０６　ＨＤＤインターフェース部、２０７　キーボー
ド、２０８　マウス、２０９　ＨＤＤ、２１０　表示装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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